
豊見城市配偶者暴力相談支援センター ０９８－８４０－５６３３

宜野湾市人材育成交流センターめぶき 相談室
なは女性センター
沖縄県男女共同参画センター てぃるる相談室

０９８－８９６－１２１５
０９８－８６１－７５１５
０９８－８６８－４０１０

または（♯８１０３）
性犯罪被害者専用相談

０９８－８６３－９１１０

０１２０－６５６－１１０

警察安全相談  ２４時間受付
または（♯９１１０）

０９８－８５４－１１７２
０９８０－５２－００５１
０９８－９８９－６６０３
０９８－８８９－６３６４
０９８０－７２－３７７１
０９８０－８２－２３３０

沖縄県女性相談支援センター
北部配偶者暴力相談支援センター（北部福祉事務所内）

中部配偶者暴力相談支援センター（中部福祉事務所内）

南部配偶者暴力相談支援センター（南部福祉事務所内）

宮古配偶者暴力相談支援センター（宮古福祉事務所内）

八重山配偶者暴力相談支援センター（八重山福祉事務所内）

沖縄県内の

女性の悩み・ＤＶ・性暴力被害者相談窓口

都道府県が設置する女性相談支援センターその他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センター

の機能を果たすこととなっています。また、市町村も自らが設置する適切な施設において、配偶者暴力

相談支援センターの機能を果たすことができるようになりました。配偶者暴力相談支援センターでは、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、

・相談や相談機関の紹介

・被害者及びその同伴家族の一時保護（※）

・自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助

・保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助

を行います。

※一時保護については、女性相談支援センターが自ら行うか、女性相談支援センターから一定の基準を

満たす者に委託して行うこととなります。

配偶者暴力相談支援センター

各都道府県に都道府県警察が設置され、その本部として警視庁及び道府県警察本部が置かれています。

（その長が警視総監及び道府県警察本部長）。また、都道府県警察の区域は警察署の管轄により分か

れており、その下には交番や駐在所が置かれています。

刑罰法令に抵触する事案については、被害者の意思を踏まえ検挙などを行い、刑罰法令に抵触しない

事案についても、相手方への指導警告を行うなど被害の発生の防止を図る一方、被害者に対しては、

適切な自衛措置その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するための措置について助言するな

どの支援を行います。

・緊急対応

・被害届、告訴状の受理

・相談

・本部長等の援助（被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の

発生を防止するために必要な援助）

警察

都道府県、市町村等が自主的に設置している女性のための総合施設です。

女性センターでは「女性問題の解決」「女性の地位向上」「女性の社会参画」を目的とし、女性が抱え

る問題全般の情報提供、相談、研究などを実施しています。

配偶者からの暴力専門の相談窓口を設置している施設もあります。

女性センター



（令和６年８月現在）

作成：沖縄県こども未来部女性力・ダイバーシティ推進課

沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター ♯８８９１
「with you おきなわ」 ２４時間３６５日  繋がらない場合は、０９８－９７５－０１６６

日本司法支援センター（法テラス沖縄）
※民事法律扶助業務
 経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、
 無料で法律相談を行い、必要な場合、弁護士・司法書士
 の費用の立替えを行う業務。

０５７０－０７８３６８

那覇地方法務局 女性の人権ホットライン ０５７０－０７０－８１０
沖縄被害者支援ゆいセンター ０９８－８６６－７８３０

宮古島市家庭保健課 ０９８０－７３－１９４７
石垣市こども家庭課 ０９８０－８７－９０６４

【那覇】０９８－８６５－３７３７
沖縄弁護士会 法律相談センター(有料法律相談) 【沖縄支部】０９８－９３４－５７２２

【名護支部】０９８０－５２－５５５９

糸満市こども未来課 ０９８－８４０－８１９１
豊見城市家庭児童相談室（女性相談） ０９８－８４０－５６３３
南城市こども相談課 ０９８－９１７－５２１２

名護市子育て支援課家庭支援係 ０９８０－５３－６５１７

浦添市こども家庭課女性相談室
宜野湾市児童家庭課 ０９８－８９３－４６４３
沖縄市こども相談・健康課（女性相談） ０９８－９２９－３１３５
うるま市子育て包括支援課 ０９８－９７３－５０４１

那覇市保護管理課（福祉相談室） ０９８－８６２－０５１５
０９８－８７４－０８７４

女性生活一般についての相談に応じます。

生活の困窮、夫婦関係、離婚、家庭内暴力、ドメスティック・バイオレンスなど、様々な事情により社

会生活を営むうえで困難な問題を抱えている女性からの相談に応じ、問題解決のお手伝いをします。

市町村（女性相談支援員が設置されている機関）

法的支援に関する相談窓口や女性の人権に関する相談窓口、性暴力に関する相談窓口、被害者支援相談

窓口があります。各窓口では、被害者からの相談に応じるほか、情報提供、助言及び関係機関等の紹介

を実施しています。

その他相談機関等

身の危険を感じたら
すぐ１１０番（警察へ）


